
令和７年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会提出資料の訂正について 

 

 

令和７年７月 22 日第２回目安に関する小委員会に提出しました「資料 No.2

生活保護と最低賃金」について、資料に誤りがあることが判明しましたので下

記のとおり訂正いたします。 

中央最低賃金審議会の審議資料を訂正することとなりましたことを深くお詫

び申し上げます。 

 

記 

 

訂正内容等は以下のとおりです。詳細は別紙をご参照ください。 

 

（訂正内容） 

  「都道府県ごとの最低賃金と生活保護水準との乖離額変動の要因分析」の

表において、 

・「昨年度の目安小委で示した乖離額（Ｄ）」、 

・「乖離の変動額（Ｅ）」及び 

・「生活扶助基準の見直し、国勢調査の更新による影響額（e③）」 

の各列のデータに誤りがあったため、訂正しました。なお、「最新の乖離額

（Ｃ）」を含め、他のデータには誤りはありませんでした。 

 

（誤りの原因） 

 当該年度の資料を作成する過程において、本来は、Ｄ列に前年度資料にお

けるＣ列のデータを貼り付けるべきであるところ、誤って前年度資料におけ

るＡ列のデータを貼り付けたために、Ｄ列及びＥ列に誤りが発生しました。

また、この他にも、データの貼り付け箇所が逆転し、e③については符号が逆

転しておりました。 

 

（再発防止策） 

 ・作業ファイル間でデータのコピー、貼り付けを行う際には、コピー元デー

タと貼り付け先を丁寧に確認する、 

・複数のセルの合計が別のセルと一致すべきであるような計算を行う場合に

は、実際に両者が一致しているかどうかを確認する 

といった確認作業を複数人で行うなど、チェック体制を見直します。 

資料 No.１ 



2023年度
データに基
づく乖離額

2024年度
地域別最低
賃金引上げ額

最新の
乖離額

昨年度の
目安小委で
示した乖離額

（Ａ） （Ｂ）
（Ｃ）

（＝Ａ－Ｂ）
（Ｄ）

（Ｅ)
（＝Ｃ－Ｄ）

最低賃金の
引上げ

による影響額
（e①）

可処分所得
比率の変動
（0.807→0.807）
による影響額
（ｅ②）

生活扶助基準の
見直し、国勢調
査の更新による
影響額
（e③）

住宅扶助実績値
の増減による
影響額
（e④）

北 海 道 △200 50 △250 △208 △42 △50 0 6 2

青 森 △196 55 △251 △207 △44 △55 0 9 2

岩 手 △207 59 △266 △219 △47 △59 0 9 2

宮 城 △196 50 △246 △205 △41 △50 0 6 3

秋 田 △210 54 △264 △219 △44 △54 0 9 1

山 形 △203 55 △258 △216 △42 △55 0 9 4

福 島 △219 55 △274 △231 △43 △55 0 10 2

茨 城 △276 52 △328 △285 △43 △52 0 7 2

栃 木 △249 50 △299 △259 △40 △50 0 9 2

群 馬 △239 50 △289 △251 △38 △50 0 9 3

埼 玉 △226 50 △276 △233 △43 △50 0 6 1

千 葉 △245 50 △295 △251 △44 △50 0 6 0

東 京 △236 50 △286 △236 △49 △50 0 0 1

神 奈 川 △265 50 △315 △267 △48 △50 0 1 1

新 潟 △224 54 △278 △232 △46 △54 0 8 0

富 山 △268 50 △318 △283 △35 △50 0 9 6

石 川 △232 51 △283 △242 △41 △51 0 8 2

福 井 △250 53 △303 △262 △41 △53 0 10 2

山 梨 △274 50 △324 △286 △38 △50 0 9 3

長 野 △263 50 △313 △271 △42 △50 0 8 0

岐 阜 △254 51 △305 △261 △43 △51 0 7 1

静 岡 △251 50 △301 △259 △42 △50 0 8 0

愛 知 △283 50 △333 △290 △43 △50 0 5 2

三 重 △288 50 △338 △299 △39 △50 0 8 3

滋 賀 △257 50 △307 △265 △42 △50 0 9 △1

京 都 △226 50 △276 △231 △46 △50 0 3 1

大 阪 △266 50 △316 △268 △48 △50 0 1 1

兵 庫 △228 51 △279 △232 △47 △51 0 2 2

奈 良 △232 50 △282 △241 △41 △50 0 9 1

和 歌 山 △246 51 △297 △256 △41 △51 0 9 1

鳥 取 △221 57 △278 △235 △43 △57 0 9 5

島 根 △243 58 △301 △256 △45 △58 0 9 3

岡 山 △214 50 △264 △222 △42 △50 0 6 3

広 島 △230 50 △280 △233 △46 △50 0 4 △1

山 口 △271 51 △322 △278 △44 △51 0 5 2

徳 島 △257 84 △341 △267 △74 △84 0 7 2

香 川 △229 52 △281 △244 △37 △52 0 8 7

愛 媛 △204 59 △263 △212 △51 △59 0 8 0

高 知 △234 55 △289 △240 △48 △55 0 6 0

福 岡 △233 51 △284 △237 △47 △51 0 3 1

佐 賀 △245 56 △301 △253 △48 △56 0 7 0

長 崎 △226 55 △281 △233 △47 △55 0 6 1

熊 本 △231 54 △285 △239 △46 △54 0 6 2

大 分 △238 55 △293 △246 △47 △55 0 7 2

宮 崎 △236 55 △291 △245 △46 △55 0 8 1

鹿 児 島 △238 56 △294 △248 △46 △56 0 9 1

沖 縄 △212 56 △268 △220 △48 △56 0 9 0

都道府県ごとの最低賃金と生活保護水準との乖離額変動の要因分析

乖離の変動額

※１　最低賃金と生活保護水準の乖離額は、「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の別紙１「平成20年度地域別最低賃金額改定
　　の目安に関する公益委員見解」において用いられた考え方により算出。
※２　最低賃金と生活保護水準との乖離額を算出するには、月額を時間額に換算する際などに端数処理を行うため、必ずしもE＝ｅ①＋ｅ②＋ｅ③＋e④
　　とならない。

別紙訂正後

－３－



2023年度
データに基
づく乖離額

2024年度
地域別最低
賃金引上げ額

最新の
乖離額

昨年度の
目安小委で
示した乖離額

（Ａ） （Ｂ）
（Ｃ）

（＝Ａ－Ｂ）
（Ｄ）

（Ｅ)
（＝Ｃ－Ｄ）

最低賃金の
引上げ

による影響額
（e①）

可処分所得
比率の変動
（0.807→0.807）
による影響額
（ｅ②）

生活扶助基準の
見直し、国勢調
査の更新による
影響額
（e③）

住宅扶助実績値
の増減による
影響額
（e④）

北 海 道 △200 50 △250 △168 △82 △50 0 △6 2

青 森 △196 55 △251 △162 △89 △55 0 △9 2

岩 手 △207 59 △266 △180 △86 △59 0 △9 2

宮 城 △196 50 △246 △165 △81 △50 0 △6 3

秋 田 △210 54 △264 △175 △88 △54 0 △9 1

山 形 △203 55 △258 △170 △88 △55 0 △9 4

福 島 △219 55 △274 △189 △85 △55 0 △10 2

茨 城 △276 52 △328 △243 △85 △52 0 △7 2

栃 木 △249 50 △299 △218 △81 △50 0 △9 2

群 馬 △239 50 △289 △211 △78 △50 0 △9 3

埼 玉 △226 50 △276 △192 △84 △50 0 △6 1

千 葉 △245 50 △295 △209 △86 △50 0 △6 0

東 京 △236 50 △286 △195 △90 △50 0 0 1

神 奈 川 △265 50 △315 △226 △89 △50 0 △1 1

新 潟 △224 54 △278 △191 △87 △54 0 △8 0

富 山 △268 50 △318 △243 △75 △50 0 △9 6

石 川 △232 51 △283 △200 △83 △51 0 △8 2

福 井 △250 53 △303 △219 △84 △53 0 △10 2

山 梨 △274 50 △324 △246 △78 △50 0 △9 3

長 野 △263 50 △313 △231 △82 △50 0 △8 0

岐 阜 △254 51 △305 △221 △83 △51 0 △7 1

静 岡 △251 50 △301 △219 △82 △50 0 △8 0

愛 知 △283 50 △333 △249 △84 △50 0 △5 2

三 重 △288 50 △338 △259 △79 △50 0 △8 3

滋 賀 △257 50 △307 △225 △82 △50 0 △9 △1

京 都 △226 50 △276 △191 △86 △50 0 △3 1

大 阪 △266 50 △316 △227 △89 △50 0 △1 1

兵 庫 △228 51 △279 △191 △88 △51 0 △2 2

奈 良 △232 50 △282 △201 △81 △50 0 △9 1

和 歌 山 △246 51 △297 △216 △81 △51 0 △9 1

鳥 取 △221 57 △278 △189 △89 △57 0 △9 5

島 根 △243 58 △301 △209 △92 △58 0 △9 3

岡 山 △214 50 △264 △182 △82 △50 0 △6 3

広 島 △230 50 △280 △193 △86 △50 0 △4 △1

山 口 △271 51 △322 △238 △84 △51 0 △5 2

徳 島 △257 84 △341 △226 △115 △84 0 △7 2

香 川 △229 52 △281 △204 △77 △52 0 △8 7

愛 媛 △204 59 △263 △168 △95 △59 0 △8 0

高 知 △234 55 △289 △196 △92 △55 0 △6 0

福 岡 △233 51 △284 △196 △88 △51 0 △3 1

佐 賀 △245 56 △301 △206 △95 △56 0 △7 0

長 崎 △226 55 △281 △188 △92 △55 0 △6 1

熊 本 △231 54 △285 △194 △91 △54 0 △6 2

大 分 △238 55 △293 △201 △92 △55 0 △7 2

宮 崎 △236 55 △291 △201 △90 △55 0 △8 1

鹿 児 島 △238 56 △294 △204 △90 △56 0 △9 1

沖 縄 △212 56 △268 △177 △91 △56 0 △9 0

都道府県ごとの最低賃金と生活保護水準との乖離額変動の要因分析

乖離の変動額

※１　最低賃金と生活保護水準の乖離額は、「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の別紙１「平成20年度地域別最低賃金額改定
　　の目安に関する公益委員見解」において用いられた考え方により算出。
※２　最低賃金と生活保護水準との乖離額を算出するには、月額を時間額に換算する際などに端数処理を行うため、必ずしもE＝ｅ①＋ｅ②＋ｅ③＋e④
　　とならない。

訂正前

－３－


